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赤痢アメ－バ抗体

血清 ０．２ｍＬ

OSF-80-2601

　謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
  この度、下記の項目につきまして、新規検査の受託を開始いたしますので、ご利用
いただきたくご案内申し上げます。
  弊社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑚を重ねてまいりますの
で今後とも引き続きお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

2026年1月

● 新規受託期日：2026年1月13日（火）より受託開始させていただきます。
● 新規受託項目

  新規検査受託項目のお知らせ

８．５以上　１１．５以下

検査項目

検体量

保存

所要日数

　　1/1

  ■ お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先 　 カスタマーセンター
       □ 株式会社 大阪血清微生物研究所　　　本　  社　(06)6322-4531
                                             奈良支社　(0744)24-0530
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺支社　(0739)22-8740
       □ 株式会社 大阪細胞病理研究所                  (06)7634-0360

ｺｰﾄﾞ

基準値

１１．５を超える

判定

冷蔵

３～９

実施料/判断料

検査方法

備考

２２３点/１４４点（免疫）

ＥＩＡ法

　　　　　　　　　　　　　　　３３７６　判定 ： （－）
　　　　　　　　　　　　　　　３３７７　ＮＴＵ値 ： ８．５未満:

赤痢アメーバ抗体定性は、関連学会の定める適正使用指針に従い、ア
メーバ性肝膿瘍を疑う場合又は糞便検査が陰性かつアメーバ性大腸炎
を疑う場合であって、ELISA法により血清中の赤痢アメーバ抗体を測定
した場合に、一連の治療において１回に限り算定する。
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